
○
総
務
省
令
第
六
十
三
号

総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
及
び
総
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）

を
実
施
す
る
た
め
、
総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
三
十
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

総
務
省
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

総
務
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
総
務
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。



改

正

後

改

正

前

（
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
）

第
三
十
六
条

国
際
戦
略
課
に
、
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

第
三
十
六
条

削
除

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
戦
略
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

行
う
。

３

国
際
広
報
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
戦
略
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
海
外
に
対
す
る
広
報
に
関
す
る
事
務

の
総
括
を
行
う
。

（
標
準
化
戦
略
室
及
び
標
準
化
推
進
官
）

（
企
画
官
及
び
標
準
化
推
進
官
）

第
三
十
八
条

通
信
規
格
課
に
、
標
準
化
戦
略
室
及
び
標
準
化
推
進
官
一
人
を
置
く
。

第
三
十
八
条

通
信
規
格
課
に
、
企
画
官
及
び
標
準
化
推
進
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２

標
準
化
戦
略
室
は
、
通
信
規
格
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
有
線
電
気
通
信
設
備
及
び
無
線
設
備
（
高
周
波
利

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
通
信
規
格
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

用
設
備
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
技
術
上
の
規
格
（
将
来
に
お
け
る
我
が
国
の
経
済
社

行
う
。

会
の
発
展
の
基
盤
と
な
る
革
新
的
な
情
報
通
信
技
術
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
た
め
の
国
、
独
立
行

政
法
人
、
大
学
、
民
間
等
の
連
携
に
関
す
る
も
の
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
推
進
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

３

標
準
化
戦
略
室
に
、
室
長
を
置
く
。

［
新
設
］

４

標
準
化
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
有
線
電
気
通
信
設
備
及
び
無
線
設
備
に
関
す
る
技
術
の
標
準
化
の
推
進

３

標
準
化
推
進
官
は
、
命
を
受
け
て
、
有
線
電
気
通
信
設
備
及
び
無
線
設
備
（
高
周
波
利
用
設
備
を
含
む
。
）

に
関
す
る
事
務
（
標
準
化
戦
略
室
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
行
う
。

に
関
す
る
技
術
の
標
準
化
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

（
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
）

第
四
十
条

削
除

第
四
十
条

国
際
政
策
課
に
、
企
画
官
及
び
国
際
広
報
官
そ
れ
ぞ
れ
一
人
を
置
く
。

２

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

行
う
。

３

国
際
広
報
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
政
策
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
海
外
に
対
す
る
広
報
に
関
す
る
事
務

の
総
括
を
行
う
。

（
多
国
間
経
済
室
）

（
多
国
間
経
済
室
及
び
企
画
官
）

第
四
十
一
条

国
際
経
済
課
に
、
多
国
間
経
済
室
を
置
く
。

第
四
十
一
条

国
際
経
済
課
に
、
多
国
間
経
済
室
及
び
企
画
官
一
人
を
置
く
。

［
２
・
３

略]

［
２
・
３

同
上]

［
削
る]

４

企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
国
際
経
済
課
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
を

行
う
。

（
国
際
協
力
調
査
官
）

（
国
際
展
開
支
援
室
及
び
国
際
協
力
調
査
官
）

第
四
十
二
条

国
際
協
力
課
に
、
国
際
協
力
調
査
官
二
人
を
置
く
。

第
四
十
二
条

国
際
協
力
課
に
、
国
際
展
開
支
援
室
及
び
国
際
協
力
調
査
官
二
人
を
置
く
。

［
削
る]

２

国
際
展
開
支
援
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
際
協
力
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
国
際
展
開
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
な
政
策
の
企
画
及
び
立
案
に
関
す



る
こ
と
。

二

国
際
協
力
課
の
所
掌
事
務
の
う
ち
国
際
展
開
の
支
援
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

［
削
る]

３

国
際
展
開
支
援
室
に
、
室
長
を
置
く
。

２

［
略
］

４

［
同
上
］

（
情
報
活
用
支
援
室
、
情
報
流
通
高
度
化
推
進
室
及
び
デ
ジ
タ
ル
企
業
行
動
室
並
び
に
新
事
業
支
援
推
進
官
）

（
情
報
活
用
支
援
室
、
情
報
流
通
高
度
化
推
進
室
及
び
デ
ジ
タ
ル
企
業
行
動
室
並
び
に
新
事
業
支
援
推
進
官
）

第
四
十
五
条

情
報
流
通
振
興
課
に
、
情
報
活
用
支
援
室
、
情
報
流
通
高
度
化
推
進
室
及
び
デ
ジ
タ
ル
企
業
行
動

第
四
十
五
条

情
報
流
通
振
興
課
に
、
情
報
活
用
支
援
室
、
情
報
流
通
高
度
化
推
進
室
及
び
デ
ジ
タ
ル
企
業
行
動

室
並
び
に
新
事
業
支
援
推
進
官
一
人
を
置
く
。

室
並
び
に
新
事
業
支
援
推
進
官
一
人
を
置
く
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

６

デ
ジ
タ
ル
企
業
行
動
室
は
、
情
報
流
通
振
興
課
の
所
掌
事
務(

総
務
省
組
織
令(

平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四

６

デ
ジ
タ
ル
企
業
行
動
室
は
、
情
報
流
通
振
興
課
の
所
掌
事
務(

総
務
省
組
織
令(

平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四

十
六
号)

第
七
十
九
条
第
八
号
に
規
定
す
る
事
務
に
限
る
。)

の
う
ち
、
民
間
に
お
け
る
情
報
の
電
磁
的
流
通
の

十
六
号)

第
七
十
八
条
第
八
号
に
規
定
す
る
事
務
に
限
る
。)

の
う
ち
、
民
間
に
お
け
る
情
報
の
電
磁
的
流
通
の

規
律
及
び
振
興
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

規
律
及
び
振
興
に
係
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

［
７
・
８

略]

［
７
・
８

同
上]

附

則

附

則

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
保
険
計
理
監
理
官
）

（
情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
保
険
計
理
監
理
官
）

第
十
五
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
に
、
当
分
の
間
、
保
険
計
理
監
理
官
一
人
を
置
く
。

第
十
五
条

情
報
流
通
行
政
局
郵
政
行
政
部
貯
金
保
険
課
に
、
当
分
の
間
、
保
険
計
理
監
理
官
一
人
を
置
く
。

２

保
険
計
理
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
省
組
織
令
附
則
第
二
十
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
の

２

保
険
計
理
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
総
務
省
組
織
令
附
則
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
務
の

う
ち
保
険
数
理
そ
の
他
の
数
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

う
ち
保
険
数
理
そ
の
他
の
数
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


